
｢訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション｣事業運営規定 

 

(事業の目的) 

第１条  要介護者及び要支援者（以下要介護者等という）の依頼を受け、その心身の状況、その置か

れている環境、要介護者等及び家族の希望を勘案し、リハビリテーション計画を策定し、その

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法・作

業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図る

ことを目的とする。 

 

(運営の方針) 

第２条    事業の運営にあたっては介護保険法、その他関係法規を遵守する。 

     １ 利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資す

るよう、計画的に行う。 

     ２ 自ら提供する訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの質の評価

を行ない、常にその改善を図る。 

     ３ 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。 

     ４ 指定訪問介護の事業運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市        

      町村、居宅介護支援事業者、他の居宅支援事業者その他の保健医療又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努める。 

 

（事業の運営） 

第３条     サービス提供にあたっては、主治医の診療を基に、利用者の心身の状況及び 

      希望ならびに生活環境等を踏まえて、リハビリテーションの目標をたてその目標を達成す

るための具体的なサービス内容を記載した｢訪問リハビリテーション計画｣および「介護予

防訪問リハビリテーション計画」を作成し利用者又は家族に説明するものとする。 

    １ 訪問リハビリテーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画の作成にあたって

は既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿って作成しなければな

らない。 

     ２ 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士又

は作業療法士が行うものとし訪問リハビリテーション計画書｣に基づき利用者の心身機能

の維持回復を図り日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

    ３ 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの提供に当っては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療

養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

 

 



（事業所の名称等） 

第４条 名称及び所在地は次のとおりとする。 

   １ 名称：蘇生会総合病院 訪問リハビリテーション 

   ２ 所在地：京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地 

 

（職員の職種・員数及び職務の内容） 

第５条 蘇生会総合病院訪問リハビリテーションに勤務する職員数及び職務内容は次 

   の通りとする。 

   １ 管理者：併設病院の院長とする。 

    管理者は、所属する職員を指導監督し適切な事業の運営を総括する。 

   ２ 訪問リハビリテーション医：１名 

   ３ 理学療法士：３名以上 

   ４ 作業療法士：１名以上 

    業務に従事する理学療法士又は作業療法士は併設の医療機関と兼務することがで 

    きる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条  訪問リハビリテーションの営業日及び営業時間は次のとおりである。 

    １ 営業日：月曜日から土曜日までとする。ただし水曜日および１２月３１日か 

          ら１月３日までを除く。 

    ２ 営業時間：午前８時３０分から午後５時までとする。 

 

（事業の実施区域） 

第７条 原則として通常の業務実施地域を京都市伏見区南部とし下記にあげる範囲とする。 

（通常の事業実施地域は、府道京都宇治線六地蔵交差点以西、伏見区境以東、国道１号線森

交差点以北、府道中山稲荷線以南の範囲とする） 

 

（利用料等） 

第８条     訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの提供に当っては、予め

利用者やその家族に対しサービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得る。 

     １  訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションを提供した利用者の利用

料については、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護保険法に基づく指定訪問

リハビリテーション料の１割２割もしくは３割の負担金を徴収する。 

 

 

 



 

サービス内容 介護保険単位 自己負担額（１0 割） 

訪問リハビリテーション費（１回につき） ３０８単位 ３２４９円 

予防訪問リハビリテーション費（1 回につき） ２９８単位 ３１４４円 

リハビリテーションマネジメント加算（イ）※ １８０単位 １８９９円 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）※ ２１３単位 ２２４７円 

移行支援加算 １７単位 １７９円 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２００単位 ２１１０円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０単位 ２５３２円 

退院時共同指導加算 ６００単位 ６３３０円 

口腔連携機能加算 ５０単位 ５２７円 

サービス提供体制加算Ⅰ ６単位 ６３円 

サービス提供体制加算Ⅱ ３単位 ３１円 

 

＊訪問リハビリテーション費１回とは２０分のサービス提供を指します。 

＊事業所医師の診察が三月に一度ない場合 1 回あたりから５０単位減算した単位数となりますが、退院

後 1 月に関してはこの限りではありません。 

＊リハビリテーションマネジメント加算、移行支援加算に関しては要介護の利用者に関わる加算であり、

介護予防利用者には算定されません。 

＊リハビリテーションマネジメント加算とはリハビリテーション会議を１月に１度開催（テレビ会議可）

し利用者の状況等を構成員と共有する等を行うことで算定することができます。退院後６ヶ月以降は

３月に１度行うことで算定することができます。（イ）は計画書を PT、OT 又は ST が、利用者への説

明を行うことで算定でき、（ロ）は厚生労働省へのデータ提供によって算定します。テレビ会議や厚生

労働省に提出する際には、法人の PC もしくはタブレットを使用し、zoom アプリ line 電話等を利用

することがあります。医師が説明することさらに追加で 270 単位を算定することができます。 

＊移行支援加算は前年度事業所の利用者回転率と社会参加を評価する加算です。 

＊介護予防リハビリテーションの場合利用開始から 12月を超えて利用される場合 30単位/回の減算にな

りますが、リハビリテーション会議を行っている場合には減算は行いません。 

＊短期集中リハビリテーション加算とは退院後または認定日より 3 か月でかつ週 2 回以上の場合に算定

します。 

＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算は医師が認知症と診断したものであってかつ短期集中リ

ハビリテーション加算の要件を満たす場合に算定します。 

＊退院時共同指導加算は病院入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又

は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った

後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、

所定単位数を加算します。 

＊口腔連携機能加算は利用者の同意を得たうえで、当従業員が口腔状態を評価し、歯科医院及び居宅介

護支援事業所への状況報告を行った場合に算定します。 



 

＊サービス提供体制加算Ⅰは 7 年目の以上が、サービス提供体制加算Ⅱは 3 年目以上のセラピストが在籍する

事業所において算定を行うことが出来る加算です。 

 

 

    

   ２ 上記、通常の事業実施地域の範囲を超える場合に交通費として下記、金額を徴収する。 

区分（1 回の訪問につき） 交通費 

1 ㎞未満 ５２０円 

1 ㎞以上 2 ㎞以下 ６３０円 

以下１㎞を増すごとに１０５円を加算 

   ３ その他の費用が必要となった場合は、その都度協議して利用者の同意を得た 

     ものに限り徴収する。 

   ４ サービスをキャンセルされた場合、キャンセル料を徴収する場合がある。 

利用日の前日までに連絡があった場合 無  料 

利用日当日に連絡があった場合 利用料自己負担分の５０% 

利用日当日にまでに連絡が無かった場合 利用料自己負担分の１００％ 

 

（緊急時における対応方法） 

第９条 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションの実施中に、利用者に急変そ

の他緊急事態が生じたときは適切な処置を行うとともに速やかに主治医に連絡し、管理者に報告

する。主治医への連絡が困難な場合は緊急運搬等の必要な処置を講じるものとする。 

 

（苦情処理） 

第10条    提供した訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションに係る利用者からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、研究・研修の機会を設け又業務体制を保持する。  

 

当事業所利用者様相談窓口  窓口責任者  リハビリテーション科 科長 井口 聡 

 ご利用時間  午前８時３０分から午後５時 

 ご利用方法  電話 0570-071-101 

 提案箱設置  １階公衆電話付近 3 階リハビリテーション室前 

その他の窓口 住まいの区役所・支所・市役所・町村役場の相談・苦情窓口や伏見区役所 健康長寿推

進課 高齢介護保険担当（代表 075-611-1101 直通 611-2278）伏見区役所深草支所 健

康長寿推進課 高齢介護保険担当代表 075-642-3101 直通 642-3603）・京都府国民保険団

体連合会 介護保険課介護保険相談係（075-354-9090）に苦情を伝えることができる。 

 

 



 

 

（損害賠償） 

第11条    訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションのサービスに伴って事

業所の責に帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、事業所は利用者に対して損

害を賠償するものとする。 

      １ 利用者の責に帰すべき事由によって当事業所や当事業所の職員が損害を覆った場合、利用

者または保証人が帯してその損害を賠償するものとする。 

 

（その他営業に関する重要事項） 

第 12 条    訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション事業は社会的使命を認

識し、従事者の質的向上を図るため研究・研修の機会を設け、又業務体制を整備する。 

     １ 職員は業務上知り得た秘密を保持する。 

      ２ 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、職員でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 

      ３ この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院

の規定を準用する。 

    ４ 訪問リハビリテーションカルテ及びその他書類に関しては、終了日より５年間保存するも

のとする。 

（虐待防止） 

第 13 条 

当施設は、患者や利用者に対するあらゆる形態の虐待を厳しく禁止しています。虐待とは、

身体的、精神的、経済的、または性的な不当な行為や不適切な扱いを含みます。 

 

1. 身体的虐待の防止 

患者や利用者に対する身体的な危害、拘束、または強制行為は禁止とする。 

2. 精神的虐待の防止 

  言葉や態度による威圧、侮辱、または心理的な虐待は許容されない。利用者の尊厳を尊重

し、配慮を欠かさないよう努める。 

3. 経済的虐待の防止 

   利用者の財産や資産を不当に利用する行為は禁止する。 

4. 性的虐待の防止 

 利用者に対する性的な嫌がらせや不適切な行為は許容しない。 

5. 虐待の報告と対応 

 虐待が疑われる場合、速やかに適切な機関に報告し、調査を行い、虐待行為が確認された場

合、厳正な処分を行うものとする。 

 



利用者の安全と尊厳を守るため、全てのスタッフは上記を遵守する。虐待に関する疑いがあ

る場合は、利用者は第 10 条に挙げた相談窓口への連絡をすることができる。 

 

（管理者の責務および兼務範囲） 

第 14 条 

 管理者は利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及

び業務の一元的な管理・指揮命令を行いますが、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理

者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支え

ないものとする。 

 

 

 

（付則）この規定は平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は平成 21 年 5 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は令和 2 年 12 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は令和４年４月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は令和 6 年 6 月 1 日から施行する。 

（付則）この規定は令和 6 年８月 1 日から施行する。 

 

 


